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令 和 ８ 年 第 ３ 回 江 東 区 教 育 委 員 会 臨 時 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日  令和８年４月２日（木）午後０時４５分 

 

２ 閉会年月日  令和８年４月２日（木）午後０時４８分 

 

３ 開 会 場 所       江東区役所 

 

４ 出 席 委 員       本多健一朗（教育長）、鈴木清人（教育長職務代理者）、 

         淺野美智子、安部敏啓 

 

５ 出 席 職 員       青柳教育委員会事務局次長、 

         梅村教育委員会事務局参事 深川図書館長事務取扱、 

         瀧澤庶務課長、西隈教育政策推進担当課長、松﨑学校施設課長、 

         瀧川学務課長、金指指導室長（教育センター連絡調整担当課長兼務）、 

         阿久津教育支援課長（教育センター所長兼務）、野沢地域教育課長、 

         吉木江東図書館長 

 

６ 議 題      

日程第１ 教育長職務代理者の指名について 

日程第２ 教育委員会委員の議席の指定について 

 

７ 審 議 概 要      

本 多 教 育 長  それでは、ただいまより令和８年第３回江東区教育委員会臨時会を開

会いたします。 

  本日の会議に、大久保委員より欠席の届出がありましたので御報告い

たします。 

  本日の会議録署名委員を御指名いたします。淺野委員、安部委員にお

願いいたします。 

  議題に先立ちまして、４月１日付で教育長再任の任命を受けましたの

で、一言、御挨拶申し上げたいと思います。 

  教育長の本多でございます。どうぞよろしくお願いいたします。この

たび、３月２７日の区議会第１回定例会本会議におきまして選任同意を

賜りましたので、３期目の教育長をさせていただくこととなりました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  この令和８年４月１日より、教育推進プラン・江東第３期に基づく教

育が始まりました。委員各位におかれましても、御協力のほどどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  教育理念において、「みんな、かがやく！」を位置づけております。

これまでもテーマとして取り組んできたところではありますけれども、
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めざす姿として位置づけ、学校、幼稚園ともに、そして教育に携わる皆

さんのお力をいただきながら、前に進めていきます。 

  キーワードは、「ｗｉｔｈ…～ともに～」から、シンプルに「ともに

」という形で変更しております。こどもを真ん中に置いて、教育に携わ

る全ての皆さんで、「ともに」の思いをもって前に進めていきたいと思

っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

  以上で、私からの挨拶とさせていただきます。 

  また、このたび安部敏啓委員が令和８年４月１日付で江東区教育委員

会委員として再任されましたので、その経過について事務局より説明願

います。 

  次長。 

 

青柳教育委員会事務局次長  それでは、教育委員会委員の任命経過について御報告いたします。 

  令和８年第１回区議会定例会において、安部敏啓委員を教育委員会委

員に選任すべく、区長より教育委員会委員選任同意方の議案が提出され

、区議会の同意を得ましたので、同年４月１日付で区長より任命された

次第であります。 

  以上です。 

 

本 多 教 育 長  それでは、ここで安部委員から委員就任の御挨拶をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

安 部 委 員  このたび、区議会の同意を得まして、区長より再び教育委員に任命さ

れました。教育長、委員の皆様の御指導をいただきながら、引き続き本

区の教育の充実発展のため努めてまいりたいと存じますので、よろしく

お願いいたします。 

  簡単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。ありがと

うございます。 

 

本 多 教 育 長  ありがとうございました。 

  それでは、審議に入ります。日程第１ 教育長職務代理者の指名につ

いてを議題といたします。 

  教育長職務代理者につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１３条第２項により、教育長が指名することとなっておりま

す。職務代理者には、引き続き鈴木委員を指名いたしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上で、本件を終了いたします。 

  次に、日程第２ 教育委員会委員の議席の指定についてを議題といた

します。 

  委員の議席につきましては、江東区教育委員会会議規則第６条の規定
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により、教育長が定めることとなっております。 

  ただいま御着席のとおり決定いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上で、本件を終了いたします。 

  それでは、以上をもちまして、令和８年第３回江東区教育委員会臨時

会を閉会いたします。ありがとうございました。 

  


